令和８年度全国戦没者追悼式参列事業実施要綱


１　趣　　　旨
　　「戦没者を追悼し平和を祈念する日」である８月１５日に政府主催により実施される全国戦没者追悼式に、県内に居住する先の大戦における戦没者や一般戦災死没者、原爆死没者の遺族の代表（以下「遺族代表者」という。）に参列いただくもの。

２　実施主体等
（１）実施主体　　福岡県
（２）協力団体　　一般財団法人　福岡県遺族連合会

３　日　　　程
令和８年８月１４日（金）
福岡空港集合（「令和８年度福岡県全国戦没者追悼式参列遺族代表団」結団式）→羽田空港→関係施設見学→ホテル（夕食会）
令和８年８月１５日（土）
ホテル→日本武道館（全国戦没者追悼式）→（バス内で解団）→羽田空港→福岡空港にて解散
※福岡空港～羽田空港の往復は航空機、東京では借上げバスにより移動。

４　遺族代表者の応募資格
遺族代表者の応募資格は次の（１）～（３）の全てを満たすものとする。
（１）先の大戦における戦没者や一般戦災死没者、原爆死没者の遺族で、本県に居住している者
（２）この事業の全行程に十分耐えられる体力を有し、規律ある団体行動がとれる者
（３）県内の遺族の代表者としてふさわしい者
※１８歳未満の遺族は保護者同伴とする。
※障がいのある遺族について、県が必要と認める場合、介助者が同行することができる。
※応募多数の場合、過去の参加の有無や戦没者等との続柄、年齢などにより選考を行う。

５　経費
遺族代表者に対しては、旅費の一部を補助する。

６　その他
この要綱に定めるもののほか、実施にあたっての細部については、別に定めるものとする。
